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森・濱田松本法律事務所 北京 小野寺 良文 
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１．現状認識と課題 

当テーマは継続テーマであり、2013年から「証拠」に関する調査研究を
続けてきた。 

2013年度は、実務ＷＧ（公証Ｔ）の活動として、中国国内における公証制
度についての情報収集・研究を実施した。 

2014年度は、紛争・訴訟ＷＧ（Ｄ２証拠チェーンT）の活動として、司法鑑
定の活用などに注目した訴訟実務・スキル関連の判例研究を行った。 

 

一方で、中国訴訟戦略検討をするに当たり、「証拠の取り扱いノウハウ」
を把握するためには、より体系的・俯瞰的な情報収集が必要であった。 



２．調査目的 

4 

以下4つの詳細テーマを設定し、体系的・俯瞰的な情報収集の実現 

 

「製造方法に関する証拠の取扱い」 

「証拠チェーンの厳密度」 

「内部証拠の取り扱い」 

「損害賠償算定時の有効証拠」 



３．調査研究方法 
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①各テーマごとに、興味深い訴訟判例を収集 

 

②収集した複数の判例に対して、メンバーによる内容発表とグループ討
論を行い、深堀案件の選定と、深堀ポイントを精査 

 

③深堀ポイントについて、訴訟に関不した当事者（原告・被告、代理人
等）にヒアリングを実施し、情報を収集 



４．研究に基づく成果 
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４－１、汎用的情報 

各テーマ、下記件数の判例分析から、「証拠の取り扱い」に関する汎用的情
報を収集できた 

 「製造方法に関する証拠の取扱い」・・・・２件 

 「証拠チェーンの厳密度」・・・・・・・・・・・・ １件 

 

４－２、判例ポイント集 

各テーマ、下記件数の判例を分析し、「証拠の取り扱い」に関するポイントを
整理できた 

 「製造方法に関する証拠の取扱い」・・・・１０件 

 「証拠チェーンの厳密度」・・・・・・・・・・・・ ３件 

 「内部証拠の取り扱い」・・・・・・・・・・・・・・ ２件 

 「損害賠償算定時の有効証拠」・・・・・・・・４件 

（非公開） 

（公開） 



４－２． 各テーマの判例ポイント集 
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「製造方法に関する証拠の取扱い」・・・１０件 



４－２． 各テーマの判例ポイント集 
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「製造方法に関する証拠の取扱い」・・・１０件 



４－２． 各テーマの判例ポイント集 
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「製造方法に関する証拠の取扱い」・・・１０件 



４－２． 各テーマの判例ポイント集 
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「製造方法に関する証拠の取扱い」・・・１０件 



４－２． 各テーマの判例ポイント集 
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「製造方法に関する証拠の取扱い」・・・１０件 



４－２． 各テーマの判例ポイント集 
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「製造方法に関する証拠の取扱い」・・・１０件 



４－２． 各テーマの判例ポイント集 
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「製造方法に関する証拠の取扱い」・・・１０件 



４－２． 各テーマの判例ポイント集 
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「製造方法に関する証拠の取扱い」・・・１０件 



４－２． 各テーマの判例ポイント集 
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「製造方法に関する証拠の取扱い」・・・１０件 



４－２． 各テーマの判例ポイント集 

16 

「製造方法に関する証拠の取扱い」・・・１０件 



４－２． 各テーマの判例ポイント集 
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「証拠チェーンの厳密度」・・・・・・・・・・・・ ３件 

テーマ 証拠チェーン厳密度 

判例名称 （2014）滬高民三（知）終字第13号 

原告／被告 ・赵一美（中国） ｖｓ 四川鴻昌塑膠工業有限公司（中国）、上海聯家超市有限公司（中国） 

裁判所 上海市高級人民法院 

技術領域 （機械分野） 発明の名称：モップバケツとそれに付随するモップ 

判例概略 原判決『鴻昌公司(上記被告)による従来技術の抗弁が成立する』を維持し上訴を棄却。 

証拠に関す
る論点 

１）出願日以前に生産又は販売されていたか 
・（裁判所）係争専利の出願日よりも早く「モップバケツ」を外部に公式販売していたと認定できる。①
亍(ネット販売店の第三者)の仕入票の品番HC15333は現物の品番と一致し、②亍は現物に対して
販売したものと一致していると証言、を確認した為。 
・（裁判所）係争専利の出願日よりも早く「モップ」を外部に販売していたと確認できる。①現物、スー
パーマーケット受入検収票、桂湖摩爾商貿宛て領収書、亍の淘宝網売上記録の品番はいずれも
HC18884。通常、外観が同じで品番が同一の場合、証明する反証がない限り、同じ製品の内的構
造の変化がない。 
２）技術的特徴が同一であるか 
・（裁判所）従来技術の抗弁のキャリアとなるモップバケツおよびモップと、侵害で告訴されたモップバ
ケツおよびモップとは、技術的特長が同一。モップバケツとモップとは異なる2つの技術的解決手段
に該当しており、従来技術の抗弁のキャリアとなるモップバケツと組み合わせることのできるモップが
存在していれば済む。 
３）従来技術の抗弁における比較の方式 
・（原告）複数の従来技術の組合せではなく、1件の従来技術に基づいて行うべき。 
・（裁判所）相対的に独立している(異なる)2つの技術的解決手段であり、従来技術の抗弁のキャリ
アにすることができる。 



４－２． 各テーマの判例ポイント集 
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「証拠チェーンの厳密度」・・・・・・・・・・・・ ３件 



４－２． 各テーマの判例ポイント集 
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「証拠チェーンの厳密度」・・・・・・・・・・・・ ３件 



４－２． 各テーマの判例ポイント集 
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「内部証拠の取り扱い」・・・・・・・・・・・・・・ ２件 

テーマ 内部証拠の取り扱い 
判例名称 (2010)浙知终字第114号 
原告/被告 
※国名含 

IROPAAG/慈溪市多灵电器有限公司 

裁判所 宁波市中级人民法院 
技術領域 機械系(探纱器) 

判例概略 

被告上訴人は、紗検知器の先使用権を証明する際、紗検知器を使うウェフトアキュムレータ
の先使用事実が証明でき、一審裁判所は上訴人が公証をとったウェフトアキュムレータに使
う紗検知器は証拠対象とするものと一緒なので、上訴人の先使用行為が証明できるが、二
審裁判所は当該ウェフトアキュムレータに使う紗検知器は訴訟対象とする紗検知器である
ことが証明できず、訴訟対象となる紗検知器の設計図面、金型証拠が提出できず、先使用
権主張ができないと判断した。 

証拠に関する論点 

一審上訴人提出証拠 
１．ウェフトアキュムレータ販売増値税領収書 ２．星火計画申請資料 
３．蘇州紡織機械有限公司の状況説明 ４．蘇州紡績機械有限公司の領収書 
５．綿紡織専門委員会説明 ６．DL121センシングユニット図面 
７．金型製作協議、金型レシート、関係する金型 

証拠に関して追加ヒア
リング 
が必要なポイント 

内部証拠を用いる際の留意点など 

その他特記事項 

・内部証拠を使うに当たってはその証拠取得の合法性、取得にいたる過程の公証が必要 
・社内資料などにおいて、そのコードナンバーなどの表記があることにより、証拠として採用
されやすくなる 
・公的機関が発行する内部資料は信憑性が高く、証拠として採用されやすい 
・内部証拠を使うに当たってはその信憑性を立証する証拠チェーンの形成が必要 



４－２． 各テーマの判例ポイント集 
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「内部証拠の取り扱い」・・・・・・・・・・・・・・ ２件 

テーマ 内部証拠の取り扱い 

判例名称 （2012）常知民初字第306号 

原告/被告※国名含 知科株式会社(韓国)/常州永和精細化学有限公司 

裁判所 江苏省常州市中级人民法院 

技術領域 
化学系（ベンゼンポリイミド化合物、そのベンゼンポリイミド化合物からえ
られた紫外線吸収剤を含むプラスチック材料） 

判例概略 

原告が有する特許請求の範囲に規定される化合物について、被告は原
告の出願前から既に実施(準備)していることを、材料の取引先との
ファックスのやり取りなどから立証し、また、生産量も出願前の規模を超
えておらず、先使用権が認められた事例 

証拠に関する論点 

原告の出願前に、特許範囲に属する化合物を用いて実施準備を行って
いた。被告方の証拠には、技術の出所(ファックス)、被告会社内部のテ
スト案の技術の説明なども含まれる。係争特許が主に新規化合物に関
し、ファックスの中身及びテスト案からも、被告方が既に係争技術を把
握(新規化合物の原料、反応条件及びその構成式を得たことがわかる)
しており、被告方の先使用権による主張は法院によってサポートされた。 

証拠に関して追加ヒアリング 
が必要なポイント 

ファックスのみで立証できたのか、ファックスの信憑性を立証するための
証拠群を用いたのか？ 

その他特記事項 ヒアリングできず、特記事項なし 



４－２． 各テーマの判例ポイント集 
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「損害賠償算定時の有効証拠」・・・・・・・・４件 



４－２． 各テーマの判例ポイント集 
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「損害賠償算定時の有効証拠」・・・・・・・・４件 



４－２． 各テーマの判例ポイント集 
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「損害賠償算定時の有効証拠」・・・・・・・・４件 



４－２． 各テーマの判例ポイント集 
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「損害賠償算定時の有効証拠」・・・・・・・・４件 
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◆製造方法クレームで権利行使する側（原告）への提言 

   ・証拠収集の方法が重要なのではなく、どのような証拠が必要であるか
を重視すべき。  

 
◆製造方法クレームで権利行使された側（被告）への提言 

  非侵害であれば、 
   ・証拠保全などの法院からの要請に誠実に協力すること 
   ・非侵害の反論（証拠は相違する部分のみでよい） 
  侵害であれば、 
  ・ライセンス取得など和解も検討する 

５．実務への提言  

「製造方法に関する証拠の取扱い」分析に基づく 
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製造方法クレームで権利行使する側への提言 
 
① 製造方法クレームでの権利行使では、証拠を確実に押えることが困難である
場合が多い。侵害事実の蓋然性と、放置リスクを考慮して訴訟の要否を決断す
べき。 
   本件のように元従業員の存在は、権利侵害の蓋然性を高め、法院の証拠保
全、司法鑑定への協力を引き出しやすくなる。 
 
② 証拠保全申請後に、証拠保全の必要性及び証拠保全が必要な証拠のリスト
について、裁判官への説明機会を求めるべき。 
 
③ 裁判所による被告工場での証拠保全立ち入りは、拒否されることがある。官
庁への提出資料など他の証拠調査を検討すべき。 

５．実務への提言 

「製造方法に関する証拠の取扱い」分析に基づく 
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「証拠チェーンの厳密度」分析に基づく 

５．実務への提言 

■証拠チェーンについて 

１）生産から販売までの各段階をカバーした証拠を揃えることを推奨。 

２）物証が揃わない場合でも諦めず第三者の証言で補うことを推奨。 

場合に寄るが以下のような判断が働く可能性がある。 
 〔裁判所〕完全たる証拠チェーンを成すかどうかを判断する場合、生産経営上の特徴や通常の市場取引の慣習
を勘案すべきである。…原告・上訴人は反証を提出して証明しておらず…生産経営上の一般法則と結びつけると、
…被告･被上訴人の解釈は合理性が認められる。 

〔裁判所〕通常、外観が同じで品番が同一の場合、証明する反証がない限り、同じ製品の内的構造の変化がない。
メーカーにしてみれば、別々の時期に生産した外観が同じで品番が同一の製品で、内的構造が異なる場合、在
庫品の区分や関連のアフターサービスにも丌都合である。 

〔原告･上訴人〕鴻昌公司が提出した領収書･商品売上リストに製品の構造が明記されてない。 

〔裁判所〕領収書・商品売上リストに製品の構造が明記されないのは通常の商取引の慣行に該当すると判断する。 
 

■その他 

３） 1件の従来技術で証明できなくても複数の組合わせが可能か検討することを推奨。 
〔原告･上訴人〕従来技術の抗弁は、複数の従来技術の組合せではなく、1件の従来技術に基づいて行うべき。鴻
昌公司が提出したモップとモップバケツを組み合わせた後に従来技術の抗弁をするのは、法令の定めに適合し
ない。 

〔裁判所〕モップとモップバケツは相対的に独立している（異なる）2つの技術的解決手段である。従来技術の抗弁
のキャリアにすることができる。現に、鴻昌公司が提出したバケツは侵害で告訴されたバケツ、鴻昌公司が提出
したモップは、侵害で告訴されたモップと対応しており、 1件の従来技術と侵害で告訴された1件の技術との比較
となり、数件の従来技術を組み合わせ後に1件の技術と比較してない。 



６．積み残された課題 

29 

各社共通で意識の高いテーマに関しては、現時点で取れる範囲の情報収集と
分析が出来たため、特に無し 


